
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
平
成
二
十
三
年
分
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
奈
良
県
第
三

選
挙
区
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十

四
年
十
一
月
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号
（
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
収
支
報
告
書

の
要
旨
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

皓

喜

自
由
民
主
党
奈
良
県
第
三
選
挙
区
支
部
の
項
３
中
「本

部
又

は
支

部
か

ら
供

与
さ

れ
た

交
付

金
に

係

る
収

入
7,981,400

」
を
「本

部
又

は
支

部
か

ら
供

与
さ

れ
た

交
付

金
に

係
る

収
入

7,100,000

」
に
改
め
、
「自

由
民

主
党

奈
良

県
支

部
連

合
会

881,400

」
を
削
る
。
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